
　

地
方
交
付
税
の
財
源
は
国
税
と
し
て

国
が
代
わ
っ
て
徴
収
し
、
一
定
の
合
理

的
な
基
準
に
よ
っ
て
、
税
収
の
不
足
す

る
地
方
公
共
団
体
に
再
配
分
す
る
、
い

わ
ば
「
国
が
地
方
に
代
わ
っ
て
徴
収
す

る
地
方
税
」
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
地
方

の
固
有
財
源
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
地
方
交
付
税
は
国
庫
補

助
金
と
違
っ
て
使
途
の
制
限
は
な
く
、

地
方
の
自
主
的
な
判
断
で
使
用
で
き
る

財
源
、
い
わ
ゆ
る
一
般
財
源
で
す
。

　

地
方
交
付
税
は
、
普
通
交
付
税
と
特

別
交
付
税
に
区
分
さ
れ
ま
す
。
地
方
交

付
税
は
、
財
源
不
足
額
が
生
じ
る
団
体

に
対
し
交
付
さ
れ
、
特
別
交
付
税
は
、

特
別
の
財
政
需
要
や
災
害
等
を
考
慮
し

て
決
定
さ
れ
ま
す
。

地
方
交
付
税
の
総
額
は
、
国
の
予
算
編

成
時
期
に
策
定
さ
れ
る
「
地
方
財
政
計

画
」
の
中
で
決
定
さ
れ
ま
す
が
、
総
額

の
94
％
は
普
通
交
付
税
で
、
残
り
の

６
％
は
特
別
交
付
税
で
す
。

　

普
通
交
付
税
は
、
地
方
公
共
団
体
ご

と
に
基
準
財
政
需
要
額
と
基
準
財
政
収

入
額
を
算
定
し
、
そ
の
差
額
で
あ
る
財

源
不
足
額
を
基
準
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

（
図
１
）

　

基
準
財
政
需
要
額
は
、
実
際
の
予
算

額
や
決
算
額
で
は
な
く
、
標
準
的
な
水

準
で
の
行
政
経
費
を
算
定
し
ま
す
。
具

体
的
に
は
、
算
定
項
目
ご
と
に
定
め
ら

れ
た
単
位
費
用（
単
価
）に
、
人
口
な
ど

の
数
量（
補
正
あ
り
）を
乗
じ
た
も
の
を

積
算
し
て
算
定
し
ま
す
。
算
定
項
目
に

は
「
人
口
減
少
等
特
別
対
策
事
業
費
」

や
「
地
域
デ
ジ
タ
ル
社
会
推
進
費
」
な

地
方
の
固
有
財
源

地
方
交
付
税
は
２
種
類

普
通
交
付
税
算
定
の
仕
組
み

ど
と
い
っ
た
社
会
事
情
に
応
じ
た
臨
時

費
目
も
近
年
増
え
て
い
ま
す
。

　

基
準
財
政
収
入
額
は
、
実
際
の
税
収

で
は
な
く
、
税
目
ご
と
に
定
め
ら
れ
た

方
法
で
標
準
的
な
収
入
額
を
算
定
し
ま

す
。
算
定
で
は
標
準
的
な
税
収
入
の
全

額
で
は
な
く
75
％
を
算
入
し
ま
す
。

１
０
０
％
算
入
し
て
し
ま
う
と
、
税
収

を
増
や
す
努
力
を
し
て
も
、
そ
れ
だ
け

交
付
税
が
減
る
こ
と
に
な
り
、
税
収
確

保
の
努
力
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
た

め
で
す
。

　

当
町
の
地
方
交
付
税
の
推
移
は
図
２

（
各
年
度
左
側
の
棒
グ
ラ
フ
）
の
と
お

り
で
す
。
地
方
交
付
税
は
近
年
19
億
円

台
で
推
移
し
て
い
ま
し
た
が
、
令
和
元

年
度
に
は
20
億
円
を
超
え
ま
し
た
。

　

各
年
度
右
側
の
棒
グ
ラ
フ
は
臨
時
財

政
対
策
債
で
す
。
地
方
交
付
税
の
原
資

と
な
る
国
税
収
入
が
不
足
し
て
い
る
た

め
、
代
わ
り
に
臨
時
財
政
対
策
債
を
発

行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
足
分
を
賄
っ

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
臨
時
財
政
対
策
債
の
元
利
償

還
金
相
当
額
は
後
年
度
全
額
交
付
税
措

置
さ
れ
ま
す
。

池
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況
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基準財政
需要額普通交付税額

（財源不足額） 基準財政
収入額

単位費用
×測定単位
　（国勢調査人口等）
×補正係数

標準的な地方税収入
×算入率（75％）
＋地方譲与税等
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シリーズ
用
語
か
ら
読
み
解
く
町
の
財
政
状
況

『
地
方
交
付
税
』

　

地
方
交
付
税
は
、
地
方
公
共
団
体
間
の
財
源
の
不
均
衡
を
調
整
し
、
ど
の
地

域
に
住
む
住
民
に
も
一
定
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
財
源
を
保
障

す
る
も
の
で
す
。

　

当
町
で
は
、
地
方
交
付
税
が
歳
入
総
額
の
約
３
分
の
１
を
占
め
て
お
り
、
貴

重
な
財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【図１】【図２】

地方交付税と臨時財政対策債の推移（決算額） 普通交付税の算式


